
 
 

（R7.8.29 保護者・地域説明会資料） 

保育こども園課作成 

 

 

 

 

 

概  要 

【所 在 地】 宜野湾市真栄原１丁目１３番１号 

【開園時間】 ７:１５ ～ １９:１５ ※土曜日は１８:１５まで 

【保育時間】 

１号認定 ２号認定 

８:１５ ～ １４:００ 

※『一時預かり』は１８:１５まで 

（標準時間）７:１５ ～ １８:１５ 

（短時間）  ８:１５ ～ １６:１５ 

※上記を超えて利用する場合は『延⾧保育』 

【定員】 

 １号認定 ２号認定 合計（クラス数） 

５歳児 ２０名 ３０名 ５０名（２） 

４歳児 ２０名 ３０名 ５０名（２） 

３歳児 ５名 １５名 ２０名（１） 

計 ４５名 ７５名 １２０名（５） 

※上記内容は予定であり、変更となる場合があります。 

※小学校隣接のため、原則徒歩登園（車両送迎不可）となります。 

※小学校への円滑な接続を見据えて、小学校区に居住する児童を優先的に受け入れることを基本とします。 

※ただし『２号認定』の場合、保護者様の『保育を必要とする事由』による利用調整（入所選考）を行うため、入所

保留（待機）となる可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

  

【受付場所】 宜野湾市役所 保育こども園課 （本庁１F） 

【受付期間】 令和７年１０月６日（月） ～ １０月２４日（金） ※土日祝日を除く 

【受付時間】 《午前》９時～１１時３０分  《午後》１３時～１７時００分  ※最終受付は１６:３０ 

※上記内容は予定であり、変更となる場合があります。 

※詳細が決まり次第、市報や市ホームページ等にてお知らせいたします。  

資料 2 

  嘉数こども園の概要について（予定） 

令和８年４月入所受付について（予定） 



 

 

※認定変更は認められません 

※認定変更が認められます 

 

 

 
 市立幼稚園から移行した認定こども園について、保護者様の『保育を必要とする事由』の有無により、申込が可能な
認定区分が異なります。 
 

認定区分 保育を必要とする事由 利用調整（入所選考） 保育料無償化 

１号認定 無 無 
教育標準時間のみ対象 

※『一時預かり』は無償化対象外 

２号認定 有 有 対象 

※認定こども園移行後、『１号認定』の一時預かりについては、無償化対象外（実費負担）となります。 

※現在、『１号認定・新２号認定』を受け、「一時預かり」が無償化対象の方は、『２号認定』で次年度の入所申込

（在園児（年中クラス）については継続手続）をしていただく必要があります。 

 

 

 

 

１号認定として利用申込を行った後、２号認定として同保育施設を利用したい場合は、申込時点からみて就労状

況や世帯の状況に変更があるときに限り、認定変更を認めることとします。 

 
【例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①利用調整（入所選考）を経て入園した児童との公平性が保たれないこと、②『１号認定』で利用できる保育

施設が限られており、『保育を必要とする事由』が無い世帯の受け皿も確保する必要があることを理由に、就労状

況や世帯の状況に変更がある場合に限り、認定変更を認めることとします。 

※年度途中の認定変更についても同様に取り扱います。 

※『育児休業』または『みなし育休』を理由に、『１号認定』から『２号認定』への認定変更はできません。 

 1 号認定申込時点と就労状況や世帯の状況が同じ  

【令和７年１０月時点】 
（保護者共働き） 

※1 号認定として申込 

1 号認定として 
入園決定 

【令和８年 3 月時点】 
（保護者共働き） 

※2 号認定へ認定変更 

【令和７年１０月時点】 
（専業主婦） 

※1 号認定として申込 

1 号認定として 
入園決定 

【令和８年 3 月時点】 
（保護者共働き） 

※2 号認定へ認定変更 

 1 号認定申込時点と就労状況や世帯の状況に変更がある  

 

 

 

市立幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園の認定区分について 

市立幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園の１号認定から２号認定への変更について 


